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○

外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

。

改

正

後

改

正

前

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
備
置
き
及
び
公
衆
縦
覧
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
備
置
き
及
び
公
衆
縦
覧
）

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
所
有

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の

者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
関
東
財
務
局
長
は
、
当
該
所
有
者
の
住
所
の
う

所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
関
東
財
務
局
長
は
、
当
該
所
有
者
の
住
所

ち
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

の
う
ち
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ

、
区
又
は
総
合
区
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
部
分
以
外
の
部

て
は
、
区
又
は
総
合
区
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
部
分
以
外

分
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
の
提
出
者

の
部
分
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
の
提

が
、
当
該
関
東
財
務
局
長
に
対
し
、
当
該
所
有
者
の
住
所
の
う
ち
当
該
部
分
を

出
者
が
、
当
該
関
東
財
務
局
長
に
対
し
、
当
該
所
有
者
の
住
所
の
う
ち
当
該
部

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
申
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

分
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
申
出
を
行
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限

な
い
。

り
で
な
い
。

第
十
八
条

［
略
］

第
十
八
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の
所
有

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
の
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
の

者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
金
融
商
品
取
引
所
及
び
認
可
金
融
商
品
取
引
業

所
有
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
金
融
商
品
取
引
所
及
び
認
可
金
融
商
品
取

協
会
は
、
当
該
所
有
者
の
住
所
の
う
ち
、
市
町
村
ま
で
の
部
分
以
外
の
部
分
を

引
業
協
会
は
、
当
該
所
有
者
の
住
所
の
う
ち
、
市
町
村
ま
で
の
部
分
以
外
の
部
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公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

分
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し

規
定
に
よ
り
、
当
該
部
分
が
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

書
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
部
分
が
公
衆
の
縦
覧
に
供
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限

な
い
。

り
で
な
い
。



 

 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券届出書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                年 月 日        

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】⑵                        

【代理人の氏名又は名称】⑶                      

【住所】                               

【電話番号】                             

【事務連絡者氏名】⑷                         

【住所】                               

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】⑸       名称 

（所在地） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券届出書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                年 月 日        

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】⑵                        

【代理人の氏名又は名称】⑶                      

【住所】                               

【電話番号】                             

【事務連絡者氏名】⑷                         

【住所】                               

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】⑸       名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ ［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～(43) 略］ ［⑴～(43) 同左］ 

(44) 経理の状況 

ａ ［略］ 

ｂ 最近５年間（発行者が、当該届出書を提出する日前に届出書又は有価証券報告書を提出している者に

あっては、最近２年間（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59

号）第８条の２の２に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合にあっては、最近１年間））の財

務計算に関する書類を掲げること。ただし、発行者が当該届出書を提出する日前に届出書又は有価証券

報告書を提出している者でない場合には、発行者の選択により最近３年間の財務計算に関する書類で

あって、公認会計士又は監査法人に相当する者により監査証明に相当すると認められる証明を受けてい

るもののみを掲げることができる。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目

表示をしているものがあれば、分かりやすく説明すること。 

ｃ ［略］ 

(44) ［同左］ 

ａ ［同左］ 

ｂ 最近５年間（発行者が、当該届出書を提出する日前に届出書又は有価証券報告書を提出している者に

あっては最近２年間（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第６条に規定する比較情報に

準ずる情報が含まれる場合については最近１年間））の財務計算に関する書類を掲げること。ただし、

発行者が当該届出書を提出する日前に届出書又は有価証券報告書を提出している者でない場合には、発

行者の選択により最近３年間の財務計算に関する書類であって、公認会計士又は監査法人に相当する者

により監査証明に相当すると認められる証明を受けているもののみを掲げることができる。この場合に

おいて、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているものがあれば、分かりやすく説

明すること。 

ｃ ［同左］ 

［(45)～(47) 略］ ［(45)～(47) 同左］ 

  

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券報告書 

【根拠条文】            金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                年 月 日 

【会計年度（又は事業年度）】    自    年 月 日 至    年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】⑵                        

【事務連絡者氏名】⑶                         

【住所】                               

【電話番号】                             

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券報告書 

【根拠条文】            金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                年 月 日 

【会計年度（又は事業年度）】    自    年 月 日 至    年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】⑵                        

【事務連絡者氏名】⑶                         

【住所】                               

【電話番号】                             
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【縦覧に供する場所】⑷       名称 

（所在地） 
【縦覧に供する場所】⑷       名称 

（所在地） 

［第１～第３ 略］ ［第１～第３ 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

［⑴～⒇ 略］ ［⑴～⒇ 同左］ 

(21) 経理の状況 

ａ ［略］ 

ｂ 最近２年間（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条の２の２に規定する比較情報

に準ずる情報が含まれる場合にあっては、最近１年間）の財務計算に関する書類を掲げること。この場

合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているものがあれば、分かりやす

く説明すること。 

ｃ ［略］ 

(21) ［同左］ 

ａ ［同左］ 

ｂ 最近２年間（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第６条に規定する比較情報に準ずる

情報が含まれる場合については最近１年間）の財務計算に関する書類を掲げること。この場合におい

て、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているものがあれば、分かりやすく説明す

ること。 

ｃ ［同左］ 

［(22)・(23) 略］ ［(22)・(23) 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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